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あきる野市議会 会議及び用語の解説

〔定例会議と臨時会議〕

定例会の回数は毎年 1 回です。1 月に「開会会議」を開き会期の決定をしま

す。定期的に開かれる会議を定例会議、必要に応じて開かれる会議を臨時

会議といいます。あきる野市の定例会議は、年 4 回、 3 月、 6 月、 9 月、 12

月に開催され、同年 12 月までを会期とします。

全議員で構成する本会議において、市長や議員が提出した議案などについ

て話し合い（質疑・討論・採決等）が行われます。ここで決定（議決）され

たものが市議会の最終的な意思となります。また、市政全般の問題につい

て、一般質問などの形で市長や市当局の考えについて質問がされるのも、

この本会議です。議員定数（ 21 名）の半数（ 11 名）以上の議員が出席しな

ければ会議を開く事ができないとされています。

〔委員会〕

本会議で取り扱う議題は多く、問題も内容も幅広い分野にわたっています。

そこで、これらをいくつかの部門に分けて、より詳しく、専門的かつ能率的

に審査するために委員会を設けています。議員は、必ず 1 つの常任委員会

に所属します。また、委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運

営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会などがあります。

＊常任委員会

常任委員会とは、市の事務に関する調査を行い、議案や陳情等を審査する

ために設けられた常設的な委員会のことです。現在、あきる野市議会では

3 つの常任委員会が設置されています。

 

常任委員会所管事項

名称 所管事項

総務委員会

将来構想、財政等の企画政策部に関すること。人事、情報公開、

災害対策等の総務部に関すること。住民票の発行、税金、保険、

年金等の市民部に関すること。選挙及び監査に関すること。

環境建設委員会

自然環境の保全、ごみの減量化・資源化、公害防止、農林業政

策、商工業の振興、観光業の推進等の環境経済部に関すること。

都市計画、区画整理、道路建設・管理、公園管理、用地取得、下

水道等の都市整備部に関すること。

福祉文教委員会

生活保護、障がい者福祉、高齢者福祉、介護保険、健康等の健康

福祉部に関すること。保育園等の児童福祉、子育て支援等の子ど

も家庭部に関すること。小中学校の指導・運営・維持、学校給

食、生涯学習、スポーツ振興、図書館等の教育委員会に関するこ

と。

4

716669
テキストボックス
資料２



＊議会運営委員会

円滑な議会の運営を図るため、議会運営全般について協議・審査し、意見調

整などを行います。

＊特別委員会

特定の問題を調査研究するため、設置される委員会です。また、例年、予算

の審査を目的とする予算特別委員会（議長を除く全議員で構成）、決算の審

査を目的とする決算特別委員会（議長及び監査委員を除く全議員で構成）

が設置されます。  

 ＊広報広聴委員会

議会の情報を発信（広報）するとともに、広く市民の意見を把握（広聴）し、

議会活動に反映させるための委員会です。

＊タブレット等活用推進委員会

市議会におけるタブレット端末の利活用について検討する委員会です。

特別委員会所管事項

名称 所管事項

公共交通等調査特別委員会
公共交通を充実させるため、 JR 五日市線、路線バス、

るのバス等の在り方について調査、検討します。

5



用語解説 （ 50 音順）

用語 解説          

【 委員会付託】
本会議に提出された議案などについて、それぞれ担当する委員

会に詳しい審査や調査を委ねることです。

【委員長報告】

委員会付託された議案などが、委員会での審査または調査を終

え、本会議の議題になったとき、委員長から審査または調査の経

過と結果を報告することをいいます。

【意見書】

地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を

意見としてまとめた文書のことです。議会はこうした地方公共団

体の公益に関する意見書を国会や関係機関に提出することができ

ます。

【一部事務組

合】

行政の能率を高め、効率の良い運営をしていくため、特定の事

務を市町村が共同して処理するところです。組合の経費は、構成

市町村の分担金や手数料収入などでまかなわれています。また、

一部事務組合には各市町村議会から選出された議員で組織する組

合議会があります。

【一般質問】
議員が市の仕事全般について、市長などに質問することです。

一般質問は、各定例会議の本会議で行われます。

【監査委員】

地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営にかかわる事業

の管理を監査するために置かれている市の機関です。本市の場合

は、定数は 2 人で、市長が議会の同意を得て、地方公共団体の財

務管理やその他行政運営にすぐれた知識・経験を有する人から 1

人、議員から 1 人が選ばれます。

【議案】

市議会の議決を経るため、市長または議員若しくは委員会が、

議会に提出する条例などの案件のことです。市長が提出する議案

を市長提出議案、議員が提出する議案を議員提出議案、委員会が

提出する議案を委員会提出議案と呼んでいます。

【議決】

表決の結果として得られる議会としての意思の決定を「議決」

といい、対象となる事項、事柄により、いろいろな形態がありま

す。主なものとしては、可決、否決、修正、同意、承認、認定、

採択、不採択などです。予算や条例、意見書、決議などは「可

決」、専決処分の報告は「承認」、決算は「認定」、副市長、教育

委員会委員などの人事は「同意」、請願・陳情は「採択」、「不採
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択」と使い分けます。提出された議案は、本会議で提出者から提

案理由の説明をうけたあと、委員会に付託され審査を行います。

（ただし、補正予算や人事案件など、議案によっては委員会の審

査を省略して本会議で即決することもあります）。委員会審査が

終わった議案は、委員長からその結果が議長に報告され、本会議

で議会の意思を決定（議決）します。

【議事日程】
その日の本会議または委員会の日時、件名、審議順序等を記載

したものです。

【休会】
会期中に、一定期間会議（本会議）が開かれずに休止している

ことをいいます。

【決議】
議会が行う事実上の意思形成行為で、議会の意思を対外的に表

明することが必要である等の理由でなされる議決のことです。

【採決】

議長が各議員の賛成・反対の意思表示（表決）を求め、それを

集計することです。採決とは表決を議長側からみた表現で、表決

とは、議員側からみた表現です。

【採択】 請願・陳情の内容について、議会として賛同することです。

【質疑】
議案について、賛成・反対の判断をくだすために、不明な点

や、詳しく知りたい点を提出者に聞くことです。

【諮問】

一般的には意見を聞くことをいいますが、法令用語としての諮

問は、通常、一定の機関に対し、法令上定められた事項について

の意見を聞くことをいいます。意見を聞かれた機関は、調査を行

い、議論等を経て、意見を答申します。諮問した側は、法的には

その答申の内容に拘束されることはありませんが、できるだけ尊

重すべきものとされています。

【趣旨採択】

請願（陳情）の願意については十分に理解できるが、願意を実

現することが困難な場合などに、便宜的に「趣旨には賛成であ

る」という意味の議決をすることがあります。この場合の決定方

法のことをいいます。

【上程】
議案などを議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とする

ことです。

【審議】
本会議で議案について、質疑し、討論をし、表決するといった

一連の過程を言います。

【請願】 国や地方公共団体に対し、その所管する事項に関し、一定の措
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出典「あきる野市ホームページ（市政情報＞市議会＞市議会のしくみ＞市議会のしくみ・役割）」

置等の希望を申し出ることをいいます。市議会に対して請願をし

ようとするときは、議員の紹介が必要となります。

【専決処分】

議会が議決（決定）すべき事項を市長が議会に代わって処分す

ること。この処分をしたときは、次の議会に報告しなければなり

ません。

【陳情】

特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を

訴え、適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の

紹介を必要としません。

【定足数】

会議を開くには、一定以上の議員が出席しなければなりませ

ん。この最小限に必要な出席議員の数をいいます。定足数は特別

な場合を除き、議員定数の半数以上となっています。

【動議】

動議は主に会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対

して、または委員から委員会に対してされる提議のことで、議会

または委員会の議決が必要です。

【討論】

議題となっている案件について、採決の前に議員が賛成か反対

かの自分の意見を述べ、意見の異なる議員の賛同を求めることで

す。

【表決】

各議員が議長の求めに応じて賛成・反対の意思表示をすること

です。議長がこの表決をとることを採決といいます。表決とは、

議員側からみた表現で、採決とは表決を議長側からみた表現で

す。
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議員の報酬等について

１　報酬（１月当たり）

報酬 所得税（甲欄） 所得税（乙欄） 支給額（甲欄） 支給額（乙欄）

（円） （円） （円） （円） （円）

510,000 31,370 151,600 478,630 358,400

456,000 22,540 122,200 433,460 333,800

441,000 20,090 113,600 420,910 327,400

441,000 20,090 113,600 420,910 327,400

433,000 19,210 108,500 413,790 324,500

※扶養親族等の数は０人で計算

２　期末手当（令和６年６月支給分） 計算方法・・・｛報酬+（報酬×役職加算）｝×支給月数×期間率

報酬 役職加算 支給月数 期間率 期末手当 所得税（甲欄）※ 所得税（乙欄） 支給額（甲欄） 支給額（乙欄）

（円） （％） （月） （％） （円） （円） （円） （円） （円）

510,000 20 2.325 100 1,422,900 232,445 435,834 1,190,455 987,066

456,000 20 2.325 100 1,272,240 207,833 389,687 1,064,407 882,553

441,000 20 2.325 100 1,230,390 200,997 376,868 1,029,393 853,522

441,000 20 2.325 100 1,230,390 200,997 376,868 1,029,393 853,522

433,000 20 2.325 100 1,208,070 197,350 370,032 1,010,720 838,038

※扶養親族等の数は０人で計算

３　議員の税区分の内訳

甲欄適用者 １６人

乙欄適用者 ５人

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

議員

区分

区分
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あきる野市議会役職一覧

（令和６年７月３１日現在）

◎委員長 ○副委員長

役 職 名 議 員 名 等

議長 臼井 建

副議長 窪島 成一

監査委員 子籠 敏人

総務委員会委員

（７人）

◎中村 一広 ○清水 晃 臼井 建 国松まさき

関口えり子 堀江 武史 増﨑 俊宏

環境建設委員会委員

（７人）

◎浦野 治光 ○原田ひろこ 窪島 成一 子籠 敏人

辻 よし子 ひはら省吾 松本ゆき子

福祉文教委員会委員

（７人）

◎大久保昌代 ○よしざわゆたか 天野 正昭 しょうじさとし

たばたあずみ 中村 のりひと 村野 栄一

議会運営委員会委員

（７人）

◎ひはら省吾 ○よしざわゆたか 大久保昌代 子籠 敏人

たばたあずみ 中村 のりひと 村野 栄一

公共交通等調査特別委員会

委員 （８人）

◎中村 のりひと ○国松まさき 子籠 敏人 しょうじさとし

辻 よし子 増﨑 俊宏 松本ゆき子 村野 栄一

広報広聴委員会委員

（７人）

◎天野 正昭 ○原田ひろこ 窪島 成一 関口えり子

辻 よし子 中村 のりひと ひはら省吾

タブレット等活用推進

委員会委員 （５人）

◎たばたあずみ ○大久保昌代 国松まさき しょうじさとし

中村 のりひと

阿伎留病院企業団議会

議員 （５人）
浦野 治光 たばたあずみ 中村 のりひと 原田ひろこ 村野 栄一

西秋川衛生組合議会議員

（５人）
天野 正昭 清水 晃 中村 一広 増﨑 俊宏 松本ゆき子

秋川流域斎場組合議会議員

（５人）
大久保昌代 国松まさき しょうじさとし 関口えり子 よしざわゆたか

東京都三市収益事業組合

議会議員 （２人） ひはら省吾 堀江 武史

後期高齢者医療広域連合

議会議員 （１人） 増﨑 俊宏

三多摩上下水及び道路建

設促進協議会理事・委員

（理 事）臼井 建

（第 １）清水 晃 （第 ２）よしざわゆたか （第 ３）原田ひろこ

秋川流域市町村下水道建

設促進協議会委員

（監 事）臼井 建

（理 事）大久保昌代 よしざわゆたか

（委 員）たばたあずみ 中村 一広 中村 のりひと

秋川南岸道路建設促進協

議会委員

（会 長）堀江 武史

（監 事）国松まさき

（委 員）天野 正昭 大久保昌代 清水 晃 関口えり子

辻 よし子 中村 一広
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役 職 名 議 員 名 等

ＪＲ五日市線改善促進協

議会委員

（会 長）臼井 建

（委 員）国松まさき 窪島 成一 子籠 敏人 しょうじさとし

中村 のりひと 増﨑 俊宏 松本ゆき子 村野 栄一

三鷹・立川間立体化複々線

促進協議会会員
臼井 建 窪島 成一

東京都三多摩地区消防運

営協議会委員
臼井 建

多摩地域都市モノレール

等建設促進協議会会員
臼井 建 窪島 成一

西多摩地域広域行政圏協

議会審議会委員
臼井 建 窪島 成一 ひはら省吾

東京河川改修促進連盟会員 全議員

日の出町谷戸沢廃棄物広域処分

場環境影響評価委員会委員
浦野 治光 大久保昌代 子籠 敏人 関口えり子

ＪＲ五日市線複線化促進協議会委員 臼井 建

秋川流域がん対策推進議員連盟 全議員

表彰審査会委員 臼井 建 窪島 成一 中村 一広

学校給食センター運営協

議会委員
関口えり子 原田ひろこ ひはら省吾

青少年問題協議会委員 国松まさき 増﨑 俊宏 松本ゆき子

民生委員推薦会委員 堀江 武史 よしざわゆたか

国民健康保険運営協議会

委員
浦野 治光 原田ひろこ

防災会議委員 臼井 建 中村 一広

都市計画審議会委員 天野 正昭 たばたあずみ 中村 のりひと 増﨑 俊宏 村野 栄一

国民保護協議会委員 臼井 建 中村 一広

消防委員会委員 中村 一広 堀江 武史 村野 栄一

採石事業指導要綱に基づく公害防止

及び環境保全対策遂行協議会委員
浦野 治光 大久保昌代 中村 一広
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令和５年度 東京都２６市所得割額等一覧

区分

市名
（千円） （人） （千円）

36,287,426 274,019 132

13,770,009 95,646 144

18,704,618 81,666 229

18,965,799 101,544 187

7,410,431 64,282 115

20,811,802 135,526 154

7,278,615 57,705 126

21,651,482 128,501 168

30,981,380 208,983 148

11,721,214 66,712 176

14,484,211 97,497 149

13,734,092 96,804 142

9,586,789 74,537 129

12,053,148 68,761 175

○ 7,268,968 39,770 183

○ 3,330,052 28,583 117

○ 6,978,294 44,183 158

○ 5,222,236 41,364 126

○ 4,654,591 35,931 130

7,672,996 56,891 135

○ 3,742,903 33,173 113

10,674,478 74,781 143

○ 7,417,658 47,484 156

○ 3,390,095 27,761 122

15,750,267 104,744 150

○ 4,481,251 38,533 116

23 22 24

12,231,723 81,745 147

八 王 子 市

立 川 市

武 蔵 野 市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小 金 井 市

小 平 市

日 野 市

東 村 山 市

国 分 寺 市

国 立 市

福 生 市

狛 江 市

東 大 和 市

清 瀬 市

東 久 留 米 市

武 蔵 村 山 市

多 摩 市

稲 城 市

羽 村 市

西 東 京 市

あ き る 野 市

２６市中順位

２６市平均

類団
所得割額 所得割納税義務者数 納税義務者当たり所得割額
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